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Ⅰ いじめ問題に対する基本的認識  

 

 １ いじめの定義 

「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ

て、行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 

※ 軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに謝罪し良好な関係を築くことができた

場合であっても、いじめとして学校いじめ防止・対応組織へ情報提供する。  

 

 ２ 基本的認識（教職員の共通認識）  

  ⑴ いじめ問題に取り組む基本姿勢  

     ｢いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こり得るものである。」ことを理

解し、日々継続して「未然防止」と「早期発見」に取り組まなければならない。い

じめが認知された場合には「早期対応・早期解決」に取り組まなければならない。  

  ⑵ 教職員が持つべき基本的な認識  

 ○ いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こり得るものである。  

 ○ いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。  

 ○ いじめは、大人（教師）には気付きにくいところで行われることが多く、

発見しにくい。    

 ○ いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。  

 ○ いじめは、その行為の様態により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触す

る。 

 ○ いじめは、教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。 

 ○   いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。  

 ○ いじめは、学校、家庭、地域社会など、全ての関係者がそれぞれの役割を

果たし、一体となり連携して取り組むべき問題である。 

 

 

Ⅱ   推進体制        

 １ いじめ防止・対応組織 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２ 推進体制の具体   

  ⑴ 職務別の役割 

職務内容 主 な 役 割   ・    対  応  の  具  体 

学級担任等 

・「いじめは絶対に許されない」ことの啓発、徹底指導を日頃より

積極的に行い、学年・学級全体のいじめ根絶の意識を高める。 

・日頃から生徒観察や日記指導、教育相談等を通じ、生徒の小さな

変化や危険信号を見逃さないアンテナを高く保つ。 

・教職員間の情報交換、家庭との連携を密にし、状況把握、早期発

見に努める。 

・いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止

める。（暴力行為には、複数教員の協力を得る。） 

・生徒、保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった

場合には、真摯に傾聴し、事実確認に努める。 

・いじめの発見・通報を受けた場合は、速やかに関係生徒等から直

接聞き取り、正確な事実確認、状況把握を行う。 

・生徒指導主事、管理職への報告を迅速かつ正確に行うとともに、

教員間で連携して効果的に対応する。必要に応じ、緊急対応会議

を開き、具体的な支援体制、対応方法を計画する。 

・いじめられた生徒への精神面のケアを行い、恐怖や不安感の除去

に努めるとともに、徹底して守り通すという姿勢を示す。「あな

たが悪いのではない」ということを伝え、本人への自尊感情を大

切にする指導に留意する。 

・いじめた生徒への指導を効果的に行い、自らの行為の責任の重さ

を自覚させる。 

・学級活動や集会の場を工夫し、学年・学級の生徒に、発生事例の

重大さを認識させ、いじめ根絶の意識を高める。 

養護教諭 

・教育活動の様々な場面において、命の大切さの啓発を図る。 

・保健室経営からの生徒観察、教育相談等を通じ、実態把握に努め

学級担任等の情報交換、連携を図る。 

・いじめられた生徒への精神面のケアに努める。   

生徒指導主事 

・休み時間や昼休みの校内巡視、放課後の校区内巡回等において生

徒間の異状の有無の把握に努める。（巡視計画） 

・いじめの早期発見のための具体的な対応を立案、実施する。 

・職員会や校内研修等において生徒の情報交換の場を設定し、全教

職員の共通理解を図る。 

・日頃から関係機関（青少年センター、市教育支援室等）との情報

交換や連携に努める。 

・定期的なアンケート調査、教育相談の実施計画に取り組む。 

管理職 

・全体の場を通じ、「いじめは絶対に許されない」ことの指導や啓

発に努め、学校全体にいじめ根絶に向けての雰囲気を醸成する。 

・学校の教育活動全体を通じた人権教育、道徳教育の推進計画に積

極的に取り組めるよう指導、助言を行う。 

・生徒及びその保護者、教職員が、いじめに関する相談を行える体

制を整備する。 

・学校における教育相談が有効に機能しているかどうか点検する。

（スクールカウンセラーの活用・連携） 

 

 

 

 



  ⑵ いじめ防止・対応組織の役割（各メンバーは柔軟に構成し対応する）  

組 織 名 構成メンバー 役 割 の 概 要 

学年部会 
学年主任、学級担任 

副担任 

・学年主任をチーフに、各学級におけ  

る未然防止・早期発見・情報交換に  

努める。 

生徒指導部会 
生徒指導主事 

学年主任  等 

・各学年間の情報交換及び事例に対す  

る対応等の共通理解を図る。 

※職員会 全教職員 
・全教職員による対応、指導内容等の  

共通理解を図る。 

※緊急対応会議 

全教職員 

（スクールカウンセラー

含む） 

・いじめ発生時の緊急対応について協  

議し、具体的な対処方法について共

通理解を図る。 

※調査班 

学年主任、生徒指導主事 

学級担任、養護教諭 

部活動顧問等 

・必要に応じて編制し、正確な実態把  

握に努める。 

※対応班 

学年主任、学年部教職員 

生徒指導主事 

部活動顧問 

養護教諭 

スクールカウンセラー等 

・必要に応じて編制し、具体的な対応  

指導に努める。 

※校内いじめ  

対策委員会  

校長、教頭 

生徒指導主事、教務主任  

学年主任、養護教諭  

・必要に応じ臨時に開催。ＰＴＡ代表  

保護者への状況説明、意見交換の場  

を設定する。 

学校運営協議会 学校運営協議会員 
・必要に応じ、地域関係者への状況説  

明、意見交換の場を設定する。  

   ※いじめ問題対応として、臨時に招集  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ いじめの未然防止 

 １ 教育活動を通しての取組 

  ⑴ 誰もが居心地の良い学校づくり  

   ・互いを思いやり、認め合い、支え合う、温かい集団づくりに努める。  

   ・時と場に応じた適切な行動、さわやかな挨拶の実践を進める。  

    ⑵ 分かる楽しい授業づくり 

      ・生徒が意欲的に学び、分かる喜びが味わえる授業づくり  

      ・生徒一人ひとりの個性や良さを認め合える授業づくり  

    ⑶ 道徳科の授業の工夫・充実  

      ・自他の命を尊重し、他人を思いやる心を育てるための教材・資料の開発、活用  

      ・いじめの未然防止につながる人間性豊かな心、道徳的判断力を培うための授業実

践 

    ⑷ 学級活動・集会活動等の工夫・充実  

      ・年間指導計画に沿った人権・同和教育に関する授業実践  

      ・生徒相互の話合いや意見交換の場を充実させ、いじめをしない、させない、許さ

ない意識の高揚を目指した温かい集団づくり 

      ・情報モラル教室の実施  

  ⑸ 学校行事・生徒会活動・ブロック活動等の充実  

      ・生徒相互、地域の方との触れ合いを重視した活動の工夫、充実  

      ・福祉体験・ボランティア体験・就業体験等の工夫、充実  

   ・他者とのコミュニケーション力を重視した豊かな人間関係の構築  

 

 ２ 教職員研修の充実（校内研修・職員会等） 

   ⑴ 生徒に関する情報交換及び共通理解  

      ・学級担任等からの生徒情報の共通理解（職員朝礼）  

      ・毎月の職員会における情報交換の実施 

    ⑵ 校内研修の工夫 

      ・アンケートの実施及び結果を基にした校内研修の実施  

      ・外部講師を活用した情報モラル研修の実施  

 

 Ⅳ 早期発見 

  １ 日常的な取組 

    ⑴ 生徒観察 

      ・始業前、休み時間、昼休み、放課後等の巡視、生徒への積極的な声掛け  

      ・長期休業中の校外巡視 

    ⑵ 個々の生徒からの情報収集  

      ・日記（あゆみ）指導を活用した情報把握 

      ・生徒指導を成長のチャンスと捉える教職員の意識  

 

  ２   教育相談活動 

    ⑴ 定期の教育相談の機会を通じての情報収集  

    ⑵ 個人懇談、学級懇談会、家庭訪問等の機会を通じての情報収集  

    ⑶ スクールカウンセラーの積極的活用  

    ⑷ いじめ相談ダイヤル等の情報提供・啓発 

 

  ３   アンケート・実態調査 

    ⑴  「やわたはま元気ノート」や「ジブンミカタプログラム」の実施（全校生徒対象： 

２か月ごとに実施） 

    ⑵ 学校生活調査の実施（全家庭対象：学期ごとに実施） 

    ⑶ 学校評価アンケートの実施（生徒・保護者・教職員対象：年２回実施）  

    ⑷ 学校生活についての調査の実施（全校生徒対象：市教育支援室より）  

 

  ４   家庭・地域・関係諸機関との連携・啓発 

    ⑴ 学校、学年、学級だより等の発行・啓発 

    ⑵ 学校運営協議会における情報交換 

    ⑶ 学年・学級ＰＴＡ懇談会・ＰＴＡ役員会等における情報交換  



 

Ⅴ 事案対処 

 １ いじめ対応の基本的な流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑴ 正確な実態把握 

     ・調査する教職員の役割分担を考える。（調査班の設定）  

     ・当事者双方及び周りの生徒から個々に聞き取り、記録する。  

     ・関係教職員と情報を共有し、事実を正確に把握する。  

   ⑵ 指導体制・指導方針の決定     

     ・指導のねらい、内容を明確にし、全ての教職員の共通理解を図る。  

     ・対応する教職員の役割分担を考える。（対応班の設定）  

     ・教育委員会、関係機関との連携を図る。 

  ⑶ 関係生徒への指導・支援 

      <被害生徒、協力生徒の対応・心のケア> 

     ・被害生徒や協力生徒の安全を確保し、心配や不安を取り除く。  

     ・被害生徒にとって信頼できる人との連携を図り、支えられる体制を作る。  

     ・被害生徒のカウンセリングを行い、心のケアに努める。  

      <加害生徒の指導> 

     ・加害生徒に、相手の苦しみや痛みを理解させる指導を十分に行う。  

     ・「いじめは絶対に許されない行為である」という人権意識を持たせる。  

     ・加害生徒の抱える問題など、いじめの背景にも目を向け指導を深める。  

     ・場合によっては出席停止など、市教育委員会と連携しながら対応する。  

  ⑷ 保護者との連携 

     ・被害生徒の保護者に直接会い、事実と具体的な対応について説明する。  

     ・今後の対応として、学校との連携方法を話し合う。  

     ・加害生徒の保護者に直接会い、事実を伝え、家庭での指導の協力を得る。  

   ⑸ 今後の対応の確認 

     ・全教職員で指導、支援する体制を確立し、継続した対応を行う。  

     ・スクールカウンセラーの協力も含め、被害生徒の心のケアに当たる。  

     ・学校運営協議会、ＰＴＡ役員会等において事例報告を行い、協力を得る。 

   ⑹ 関係機関等との連携 

     ・市こども未来共創会議、市教育委員会支援室、市いじめ問題等緊急支援委員会（対

応サポートチーム）、警察署生活安全課等  

 

 

いじめ情報のキャッチ  

関係生徒の確認  

対応班の設定  

緊急対応会議の設置  

指導体制・指導方針の決定  

正確な実態把握  

関係生徒への指導・支援  

調査班の設定  

校内いじめ対策委員

会  

保護者との連携  

<保護者に説明> 
今後の対応の確認  

関係者からの聞き取り  

<個別に対応・詳細な記録> 



 

Ⅵ  いじめの重大事態への対応  

  １ 重大事態の認識 

  ⑴ 生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い  

      ア 生徒が自殺を図った場合 

      イ 生徒が重大な傷害を負った場合  

      ウ 生徒の金品等に重大な被害を被った場合 

      エ 生徒が精神性の疾患を発症した場合 

      オ  その他、状況から重大事態と判断される場合  

  ⑵ 相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑い  

      ア 年間 30 日を目安 

      イ 一定期間連続して欠席している場合 

    ⑶ 被害生徒、その保護者から重大事態に至ったという申立てがあった場合  

 

  ２ 重大事態の報告 

    ・重大事態に該当する事例が発生、または認識された場合は、学校長は市教委に報告

する。 

    ・市教委からの指導、助言を受け、全教職員の共通理解の下で対応する。  

 

 ３ 調査及び組織 

  ⑴ 重大事態調査組織の設置 

      ア 専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特  

別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性の確保

に留意する。 

      イ 専門機関（専門家）等の第三者の介入 

        ・学識経験者、精神科医、弁護士、心理や福祉の専門家等  

    ⑵ 事実関係を明確にするための調査を実施 

      ・いじめ行為の事実関係を網羅的に明確にし、客観的な事実関係を速やかに調査す 

る。 

      ・事実を正しく認識し、必要に応じ調査内容の再分析、新たな調査に努める。  

    ⑶ 被害生徒及びその保護者に対する情報提供及び説明  

      ・調査からの事実を適切に提供する。（適時、適切な方法で、経過報告する。）  

      ・関係者の個人情報に配慮する。  

    ⑷ 加害生徒及びその保護者に対する情報提供及び説明  

      ・調査からの事実を適切に提供する。（適時、適切な方法で、経過報告する。）  

    ⑸ 調査結果の報告 

      ・調査結果を市教委に適切に報告する。 

      ・希望により、被害生徒及びその保護者の所見を調査結果に加える。  


